
 26 135  7 467  1 786   894   941   574   751   586   301  1 634 

６ 月 未 満   216   21   12   6   3 - - - - - 

６ 月 以 上   776   58   29   17   4 - - - -   8 

１ 年 以 上  1 942   205   137   32   13   6   1   3   3   10 

２ 年 以 上  1 942   301   157   54   27   8   4   2   2   47 

３ 年 以 上  1 629   315   141   39   48   15   16   6   1   49 

４ 年 以 上  1 476   289   115   51   42   16   7   3   4   51 

５ 年 以 上  1 234   244   106   26   41   8   15   2   5   41 

６ 年 以 上  1 213   290   114   43   40   19   25   15   1   33 

７ 年 以 上   983   252   93   37   29   12   12   2   4   63 

８ 年 以 上   979   246   73   37   36   24   12   8 -   56 

９ 年 以 上  1 037   313   99   46   39   15   22   16   10   66 

10 年 以 上   906   294   87   44   31   14   22   17   5   74 

11 年 以 上   850   262   75   27   32   20   22   18   8   60 

12 年 以 上   783   235   46   22   38   19   19   18   3   70 

13 年 以 上   766   279   49   39   38   25   20   28   6   74 

14 年 以 上   727   256   42   35   32   23   26   23   10   65 

15 年 以 上   778   293   61   31   31   31   31   29   9   70 

16 年 以 上   679   221   34   25   31   11   40   18   4   58 

17 年 以 上   656   248   44   30   34   24   29   16   11   60 

18 年 以 上   597   228   39   30   26   27   22   11   11   62 

19 年 以 上   541   202   31   23   27   14   24   19   3   61 

20 年 以 上  2 290   925   117   81   118   102   140   94   55   218 

25 年 以 上  3 130  1 490   85   119   181   141   242   238   146   338 

不 詳   5 - - - - - - - - - 

う　　 ち 　　財　 　産　 　分　　 与　 　の　 　取　　 決　 　め　 　有　 　り

婚 姻 期 間

総

数

総

数

100

万

円

以

下

200

万

円

以

下

400

万

円

以

下

600

万

円

以

下

第27表　｢離婚｣の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の
　　　　　　　　　支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所

（注）｢離婚｣の調停成立又は調停に代わる審判事件とは，調停離婚，協議離婚届出の調停成立又は調停に代わる審判による審判離婚の事件をいう。

総 数

2000

万

円

を

超

え

る

総

額

が

決

ま

ら

ず

算

定

不

能

・

1000

万

円

以

下

2000

万

円

以

下


